
岩手県監査委員訓令第１号 

監査委員事務局  

 監査委員事務局組織に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  令和８年３月31日 

岩手県監査委員 佐々木 朋 和  

岩手県監査委員 名須川   晋  

岩手県監査委員 五 味 克 仁  

岩手県監査委員 中 野 玲 子  

   監査委員事務局組織に関する規程の一部を改正する訓令 

 監査委員事務局組織に関する規程（平成７年岩手県監査委員訓令第１号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （職及び職務）  （職及び職務） 

第４条 ［略］ 第４条 ［略］ 

２ 前項に規定する職のほか、次の表の左欄の区分に応じ、同

表の中欄に掲げる職を必要に応じ置くものとし、書記をもっ

て充て、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。 

２ 前項に規定する職のほか、次の表の左欄の区分に応じ、同

表の中欄に掲げる職を必要に応じ置くものとし、書記をもっ

て充て、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。 

 区 分 職 職 務   区 分 職 職 務  

  ［略］      ［略］    

 課  ［略］    課  ［略］   

  主任主事、主事及び行政専門員  ［略］    コーディネーター、主任主事、主事

及び行政専門員 

 ［略］  

３ ［略］ ３ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 


